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平成十九年度決算に対する議決

一、本件決算は、これを是認しない。

二、内閣に対し、次のとおり警告する。

内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告すべきである。

１ 平成十九年度決算検査報告において、依然として会計法令等に違反した不当事項等が数多く

見られ、指摘件数967件、指摘金額1,253億6,000万円と件数、金額ともに過去最悪となっている

ことに加え、過去に指摘を受けた不当事項のうち是正措置が未済となっているものが465件、13

1億8,000万円に上っていることは、遺憾である。

政府は、こうした事態を重く受け止め、会計規律の厳正な保持や検査結果を踏まえた事務事

業の徹底した見直しによって不当事案の再発防止に努めるとともに、適切な債権管理を行うな

ど過去に指摘を受けた不当事案の是正に向けて、より厳正に対処すべきである。

２ 地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置について、平成十三

年度決算検査報告において低調な利用状況を改善するよう指摘されたにもかかわらず、その後

も全般的に利用状況が極めて低調で事業目的が達成されていなかったことは、遺憾である。

政府は、今後、テレビ会議装置の整備費を原則補助の対象としないこととしているが、運用

中の装置について引き続き利用が低調なものについては、補助金の返還も含めて厳しく指導改

善を図るべきである。また、この種補助金の交付に当たっては、利用見込みの調査を厳格に行

うとともに、交付後の利用実績を随時把握するなどして、補助金の効果の発現、有効活用が図

られるよう努めるべきである。

３ 国際機関の信託基金について、国際連合からその閉鎖の照会文書等を受けていたにもかかわ

らず、これを長期にわたり回答することもなく放置していたり、また、信託基金が閉鎖状態に

あることを把握できたにもかかわらずその事実の把握を怠っていたりしたため、我が国が拠出

した10基金、計726万米ドルの拠出残余金が有効に活用されない事態となっていたことは、遺憾

である。

政府は、このようなずさんな事務処理が行われた原因を踏まえ、関連情報の的確な把握と緊

密な事務連携、事務実施体制上の不備の改善など確実な再発防止策を徹底すべきである。

４ 厚生労働省及び同省所管の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の委託事業に係る４件の

不当事項に関して、委託先である公益法人を始めとする団体226のうち149もの多くの団体で、

委託費から、不正な支出による別途経理や懇親会に係る飲食費等への流用など、不適正な会計

経理によって目的外の用途への支出を行っていた事態が多数明らかになったことは、遺憾であ

る。

政府は、このような委託事業に係る不適正経理事案に対して徹底的な再発防止策を講ずるこ

とはもとより、委託費の不正な使用等に対する関係職員の処分や加算金の引上げによる懲罰的

措置の厳格化を行い、委託費の適正な執行の確保に万全を期すべきである。

５ 厚生年金の標準報酬月額等について、不適正な遡及訂正処理による記録の改ざんが組織的に

行われていた疑いのある事例が約６万9,000件もあることが明らかになったことは、極めて遺憾

である。

政府は、年金記録をめぐる問題が次々と明らかになる現状を重く受け止め、標準報酬月額等

の記録の改ざんが行われた被害者の救済に全力を尽くすとともに、社会保険事務所職員による

関与の実態の全容解明に努め、関与が明らかになった職員に対しては刑事告発を含む厳正な処

分を行うことにより、公的年金制度に対する国民の信頼回復に万全を期すべきである。


